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Ⅰ．基準等の公表

1．IASBが IFRS第 3号「企業結合」の狭い
範囲の修正を公表（2018年 10月 22日）

　国際会計基準審議会（IASB）は事業の定義
を改善するための IFRS 第 3 号の狭い範囲の修
正を公表した。当該修正は、行った取得が事業
の取得なのか資産グループの取得なのかを企業
が判断するのに役立つ。事業と資産グループの
区分が重要であるのは、取得企業が事業を取得
する場合にのみ、のれんを認識するからであ
る。今回の修正は、2020 年 1 月 1 日以後に開
始する事業年度の最初の期首以後に発生する取
得に対して適用され、早期適用が認められる。
　詳細については、本誌 79 頁の「「事業の定義
（IFRS 第 3 号の修正）」の解説」を参照いただ
きたい。

2．IASBが「重要性がある」の定義の修正を
公表（2018年 10月 31日）

　IASB は、企業が重要性の判断の行使を容易
にするため、「重要性がある」の定義の修正を
公表した。IFRS 基準における会計上の重要な
概念である「重要性がある」の定義は、企業が
特定の情報を財務諸表に含めるべきかどうかを
決定するのに役立つ。この修正は、IAS第 1号

「財務諸表の表示」及びIAS第8号「会計方針、
会計上の見積りの変更及び誤謬」を修正するも
のである。今回の修正は、2020 年 1 月 1 日以
後開始する事業年度に適用され、早期適用が認
められる。
　詳細については、本誌 86 頁の「「『重要性が
ある』の定義」（IAS 第 1 号及び IAS 第 8 号の
修正）の解説」を参照いただきたい。

Ⅱ ．その他の IFRS財団関連のプレ
スリリース

IFRS 財団評議員会が ASAF の 2018 年から
2021年のメンバーを発表（2018年 10月 30日）
　IFRS 財団評議員会（評議員会）は、IASB
に対して技術的な助言を行う組織である会計基
準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の今
後 3年間におけるメンバーを発表した。
　2018 年 6 月に、評議員会によるASAF の第
二次レビューが完了し、ASAF が各国の基準
設定主体との関係において、引き続き IFRS 財
団の重要な構成要素であると結論付けられ、評
議員会は各国の基準設定主体と地域団体に
ASAF のメンバーへの立候補を呼びかけて
いた。
　ASAF は、主要な各国の基準設定主体や地
域団体による 12 の議決権を持たないメンバー
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から構成され、IASB の議長又は副議長が議長
を務める。ASAF メンバーは次のとおりであ
る（即日任期が開始する。）。

地　域 メンバー

アフリカ ・パン・アフリカ会計士連盟
（PAFA）

アジア・オ
セ ア ニ ア
（「世界全体
枠」の一議
席を含む）

・アジア・オセアニア会計基準設
定主体グループ（AOSSG）
・企業会計基準委員会（ASBJ）
・中国財政部会計司（MOF─ARD）
・韓国会計基準委員会（KASB）

欧州（「世
界全体枠」
の一議席を
含む）

・欧州財務報告諮問グループ
（EFRAG）
・フランス会計基準局（ANC）
・英国財務報告評議会（FRC）
・イタリア会計基準設定主体
（OIC）

米州 ・ラテンアメリカ基準設定主体グ
ループ（GLASS）
・カナダ会計基準審議会（AcSB）
・米 国 財 務 会 計 基 準 審 議 会
（FASB）

　ASAF は年 4 回会議を開催する。すべての
会議は公開で開催され、ウェブキャストで視聴
可能である。新しいメンバーによる最初の
ASAF 会議は 2018 年 12 月 6 日及び 7 日に開
催される。

Ⅲ ．IASB 会議、IFRS 解釈指針委
員会

　IASB の会議は、ロンドンの IASB 本部で以
下のとおり開催された。
・通常会議（2018 年 9 月 19 日及び 20 日）
・通常会議（2018 年 10 月 24 日及び 25 日）
　また、IFRS 解釈指針委員会の会議は、2018
年 9 月 11 日及び 12 日にロンドンの IASB 本部
で開催された。（詳細については、本誌 104 頁
の「2018 年 9 月の IFRS─IC 会議における議論

の状況」及び本誌 111 頁の「IFRS─IC 会議
（2018 年 9 月）出席報告」を参照いただきた
い。）。

Ⅳ．その他の IASB関連会議

・2018 年 9 月 4 日及び 5 日　IFRS 諮問会議
（IFRS─AC）（ロンドン）（詳細については、
本誌114頁の「IFRS─AC会議（2018年 9月）
出席報告」を参照いただきたい。）

・2018 年 9 月 26 日及び 27 日　IFRS 第 17 号
「保険契約」の移行リソース・グループ
（TRG）会議（ロンドン）
・2018 年 9 月 28 日　「経営者による説明」の
協議グループ会議（ロンドン）（詳細につい
ては、本誌 96 頁の「マネジメントコメンタ
リープロジェクトの状況」を参照いただきた
い。）

・2018 年 10 月 1 日及び 2 日　世界会計基準設
定主体（WSS）会議（ロンドン）（詳細につ
いては、本誌 62 頁の「2018 年 10 月開催　
WSS会議報告」を参照いただきたい。）

・2018 年 10 月 4 日　会計基準アドバイザ
リー・フォーラム（ASAF）会議（ロンド
ン）（詳細については、本誌 69 頁の「2018
年 10 月開催　ASAF 会議報告」を参照いた
だきたい。）

・2018 年 10 月 16 日から 18 日　IFRS 財団ト
ラスティー会議（ヨハネスブルグ）

・2018 年 10 月 29 日から 31 日　新興経済グ
ループ（EEG）会議（ソウル）


